
預
貯
金
者
の
意
思
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
に
よ
る
預
貯
金
口
座
の
管
理
等
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
の
政
令
で
定
め
る
金
額
を
定
め
る
政
令
案
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○

補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
【
附
則
第
二
項
関
係
】

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
補
助
金
等
と
す
る
給
付
金
の
指
定
）

（
補
助
金
等
と
す
る
給
付
金
の
指
定
）

第
二
条

法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
給
付
金
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次

第
二
条

法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
給
付
金
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
（
第
五
十
七
号
か
ら
第
百
九
十
五
号
ま
で
に
あ
つ
て
は
、
当
該
各
号
に

に
掲
げ
る
も
の
（
第
五
十
六
号
か
ら
第
百
九
十
四
号
ま
で
に
あ
つ
て
は
、
当
該
各
号
に

掲
げ
る
予
算
の
目
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
の
経
費
の
支
出
に
よ
る
も
の
）
と
す
る
。

掲
げ
る
予
算
の
目
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
の
経
費
の
支
出
に
よ
る
も
の
）
と
す
る
。

一
～
五
十
五

（
略
）

一
～
五
十
五

（
略
）

五
十
六

預
貯
金
者
の
意
思
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
に
よ
る
預
貯
金
口
座
の
管
理

（
新
設
）

等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
九
号
）
第
十
三
条
（
同
法
附
則
第
三
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

交
付
金

五
十
七
～
百
九
十
五

（
略
）

五
十
六
～
百
九
十
四

（
略
）
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〇

内
閣
府
本
府
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
【
附
則
第
三
項
関
係
】

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
大
臣
官
房
の
所
掌
事
務
）

（
大
臣
官
房
の
所
掌
事
務
）

第
二
条

大
臣
官
房
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
二
条

大
臣
官
房
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
三
十
六

（
略
）

一
～
三
十
六

（
略
）

三
十
七

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関

三
十
七

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人

す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人

番
号
及
び
同
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
の
利
用
に
関
す
る
こ
と
（
他
省
の

番
号
及
び
同
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
の
利
用
に
関
す
る
こ
と
（
他
省
の

所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
十
八

公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登

三
十
八

公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登

録
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
八
号
）
の
規
定
に
よ
る
特
定
公
的
給

録
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
八
号
）
の
規
定
に
よ
る
特
定
公
的
給

付
の
指
定
に
関
す
る
こ
と
。

付
の
指
定
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
九

預
貯
金
者
の
意
思
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
に
よ
る
預
貯
金
口
座
の
管
理

（
新
設
）

等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
九
号
）
の
規
定
に
よ
る
預
貯
金
者
の
意

思
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
に
よ
る
預
貯
金
口
座
の
管
理
及
び
災
害
時
又
は
相
続

時
に
お
け
る
預
貯
金
口
座
に
関
す
る
情
報
の
提
供
に
関
す
る
制
度
に
関
す
る
こ
と
（

他
省
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四
十
・
四
十
一

（
略
）

三
十
九
・
四
十

（
略
）

四
十
二

国
会
等
（
国
会
等
の
移
転
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
百
九
号
）
第

四
十
一

国
会
等
（
国
会
等
の
移
転
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
百
九
号
）
第

一
条
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
第
十
四
条
第
十
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
移
転

一
条
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
第
十
四
条
第
十
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
移
転

先
の
候
補
地
の
選
定
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
事
項
に
係
る
事
務
の
連
絡
調
整
に
関
す

先
の
候
補
地
の
選
定
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
事
項
に
係
る
事
務
の
連
絡
調
整
に
関
す

る
こ
と
。

る
こ
と
。

四
十
三
～
五
十

（
略
）

四
十
二
～
四
十
九

（
略
）
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（
企
画
調
整
課
の
所
掌
事
務
）

（
企
画
調
整
課
の
所
掌
事
務
）

第
十
四
条

企
画
調
整
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
十
四
条

企
画
調
整
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る

八

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る

法
律
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
及
び
同
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人

法
律
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
及
び
同
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人

番
号
の
利
用
に
関
す
る
こ
と
（
他
省
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

番
号
の
利
用
に
関
す
る
こ
と
（
他
省
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

九

公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録
等

九

公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録
等

に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
特
定
公
的
給
付
の
指
定
に
関
す
る
こ
と
。

に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
特
定
公
的
給
付
の
指
定
に
関
す
る
こ
と
。

十

預
貯
金
者
の
意
思
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
に
よ
る
預
貯
金
口
座
の
管
理
等
に

（
新
設
）

関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
預
貯
金
者
の
意
思
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
に
よ
る

預
貯
金
口
座
の
管
理
及
び
災
害
時
又
は
相
続
時
に
お
け
る
預
貯
金
口
座
に
関
す
る
情

報
の
提
供
に
関
す
る
制
度
に
関
す
る
こ
と
（
他
省
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。

）
。

十
一
～
二
十
二

（
略
）

十
～
二
十
一

（
略
）


